
交
通
遺
児
等
援
護
手
当

交
通
災
害
等
で
父
母
等
を
失
い
、
又

は
父
母
等
が
一父
通
災
害
に
よ
り
廃
疾
の

状
態
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
障

害
等
級
が
1
,
2
級
に
相
当
す
る
場
合

）
に
な
っ
た
義
務
教
育
期
間
中
の
児
童

お
よ
び
高
等
学
校
に
在
学
中
の
児
童
を

養
育
し
て
お
ら
れ
る
万
に
支
給
さ
れ
ま

す
。た

だ
し
、
養
育
者
が
現
年
度
の
市
町

村
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
世
帯
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
手
当
額
（
遺
児
一
人
当
り
）

義
務
教
育
期
間
中
の
者

月
、
一
、
〇
〇
〇
円

高
等
学
校
在
学
中
の
者

月
、
一
、
五
〇
〇
円

手
続
き
お
よ
び
支
給

申
請
は
民
生
課
福
祉
係
で
取
扱
い

ま
す
が
、
手
当
の
支
給
は
四
月
と
十

月
の
年
二
回
そ
れ
ぞ
れ
前
月
ま
で
の

分
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
手
当
は
受
給
資
格

が
あ
っ
て
も
請
求
し
な
け
れ
ば
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
資
格
の
あ
る
方

は
早
く
請
求
の
手
続
き
を
し
て
下
さ

い
。
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火入れ、ヤブ焼きは
丶

○

し

届
出
を
し
て
か
ら

１
火
入
行
為
を
す
る
場

（
口
は
必
ず
事
前
に
役
場
へ

届
出
を
提
出
し
て
下
さ
い

（
届
出
用
紙
は
役
場
に
あ

り
ま
ず
I

期
間
を
設
定
し
断
続
的

に
火
人
れ
を
す
る
旨
の
許

可
を
受
け
た
場
合
に
は
火

入
れ
の
当
日
、
さ
ら
に
長

門
地
区
消
防
署
（
T
E
L

0
8
3
7
2
ー
②
ー
3
1

1
1
）
へ
連
絡
し
て
下
さ

火
災
に
関
す
る
警
報
が
発
せ
ら
れ
た

場
合
、
そ
の
間
は
火
入
れ
な
ど
の
行
為

を
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

強
風
注
意
報
や
異
常
乾
燥
注
意
報
が

発
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
絶
対
火
入
を

し
な
い
で
下
さ
い
。
火
入
れ
を
す
る
前

に
こ
れ
ら
の
注
意
報
が
発
せ
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
そ
の
都
度
消
防
署
で
確

か
め
て
下
さ
い
。

火
入
れ
後
の
あ
と
始
末
を
確
実
に
し

タ
バ
コ
や
マ
ッ
チ
の
投
げ
拾
て
は
絶
対

に
し
な
い
で
下
さ
い
。

そ
の
他
消
防
職
貝
の
指
示
事
項
を
厳

守
し
て
下
さ
い
。

母子( 寡婦) 福祉資金
の貸し付け

母
子
（
寡
婦
）
家
庭

の
経
済
的
な
自
立
を
助

け
、
希
望
に
み
ち
た
明

る
い
家
庭
づ
く
り
の
手

助
け
の
た
め
に
次
の
表

の
よ
う
な
貸
付
金
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

◇
貸
付
け
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
人
◇

一
、
母
子
福
祉
資
金

①
2
0才
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

配
偶
者
の
い
な
い
女
子
（
死｛
｝
・
離

婚
・
行
方
不
明
・
遺
棄
さ
れ
て
い
る

等
）
お
よ
び
配
偶
者
が
精
神
ま
た
は

身
体
の
障
害
に
よ
り
長
期
に
わ
た
つ

て
労
働
能
力
を
失
っ
て
い
る
女
子
。

②
2
0才
未
満
の
父
母
の
い
な
い
児
童
（

修
学
、
修
業
、
就
職
支
度
お
よ
び
就

学
支
度
資
金
）

二
、
寡
婦
福
祉
資
金

①
配
偶
者
の
い
な

い
女
子
（
死
亡

・
離
婚
・
行
方

不
明
等
）
で
4
0

才
以
上
の
者

②
寡
婦
の
扶
養
し

て
い
る
2
0
才
以

上
の
子
（
修
学

・
就
職
支
度
お

よ
び
結
婚
資
金

）

・　 貸付金の種類

◇
貸
付
金
の
申
し
込
み
◇

申
請
の
手
続
き
は
、
所
定
の
申
詔
書

（
福
祉
係
備
付
）に
必
要
な
書
類
を
添
え

民
生
課
福
祉
係
へ
お
申
し
込
み
下
さ
い

貸付金の種類　１　　　 貸　付　金　 の　限　度 据　置　期　問 償還期限 利　率

巾業開始資金
事業継続資金
住 宅 資 金

100万円以内
50万円 夕
70万円 夕

１　　　　 年　　　　 間　　 ６年以内
６　　 か　　 月　　 間　　 ３年

ク　　　　　　　 ６年

年３％

修 学 資 金

高校　　　月額　　6, 000 円以内
（特別）　　8, 000 円

大学　　　　　12, 000 円
（特別）　　15, 000 円

卒 業 後　６ か 月　 間 20年以内 無利子

技能習得資金
修 業　 資 金
生 活 資 金
就職支度資金
就学支度資金
耘 宅 資 金
療養　資金
結 婚　資 金

6. 000円以内
6, 000 円　
42, 000円　
45, 000円　

45, 000 円　30, 000円
10万円（特別）　　15 万円

10万円

習 得 期 間 後６か月間

１　　　　 年　　　　 間
卒 業 後　６ か 月　間
６　　か　　 月　　　 間
医療期回満了後６か月間
６　　か　　　月　　　間

10年以内
５　
10　　
５　　
２０　　
３　　

５　　５　　

年３％
無利子
年３％

無利子
年３％

６
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